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令和3年 6月 1日 

保護者の皆さま 

京都市立室町小学校 

校長   稲葉 章江 

 

「緊急事態宣言」発令期間延長に伴うお知らせ 

 初夏の候，保護者の皆さまには，益々御健勝のこととお慶び申しあげます。 

平素は，本校教育活動の推進のためにご理解・ご協力をいただき，誠にありがとうご

ざいます。 

 さて，すでにご承知の通り，「緊急事態宣言」発令期間が６月20日（日）まで再延長

されました。このことに伴い，学校の施設利用につきましては，20 時までの開放とな

ります。（＊ただし，利用者と児童の接触を避けるため，平日は放課後（16 時 20 分）

以降，利用可能とします。） 

 校内の６月行事については，６月２日（水）と３日（木）に予定しておりました「授

業参観」を中止とさせていただきます。なお，「授業参観」と同日に予定をしておりま

した「花背山の家宿泊学習説明会（第５・６学年・大空学級）」は，紙面等での説明

に変えさせていただきます。また，「授業参観」と同日に体育科の水泳学習に伴う水着

販売も予定しておりましたが，延期をさせていただきます。ご了承ください。 

６月７日（月）の週に予定をしておりました「松ケ崎浄水場への社会科見学（第４学

年）」「選書会（全学年）」等は，延期をさせていただきます。 

ご理解とご協力のほど，お願いいたします。 

今後も感染拡大防止に万全を期しながら教育活動に取り組んで参ります。各ご家庭に

おかれましても，お子さまをはじめ，ご家族の体調・健康管理の徹底，保健衛生意識の

向上と実践に引き続き取り組んでいただきますよう，お願い申しあげます。 

 

＊今後の情勢変化により，中止・停止期間は変更される場合があります。その時は，お便りやホーム

ページなどでお知らせいたします。 

＊「緊急事態宣言」発令中の間，お子たちには，「不要な外出を避ける」「大勢で集まるようなことは

避ける」「手洗いやマスクの徹底」等のお声かけをよろしくお願いいたします。 
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